通所介護、通所リハビリテーション事業所の算定区分の確認について
愛知県高齢福祉課

平成１８年４月改正法により、通所介護及び通所リハビリテーション事業者は毎年３月に事業所規模の算定区分確認を行う必要があります。

〔対象となる事業所〕

４月以降も引き続き事業を実施する事業所
〔確認方法等〕

別紙により事業所規模を確認し、現在県に届け出ている事業所規模と変わる場合は、平成２０年３月１４日（金）までに変更届等を愛知県高齢福祉課介護保険指定・指導グループ（県庁西庁舎２Ｆ）に提出してください。（郵送提出不可）

〔提出書類〕

・変更届出書（様式第４）
・介護給付費算定に係る届出書

・介護給付費算定に係る一覧表（別紙）

・別紙確認表
《人員の変更がある場合》

・「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」（参考様式１）【変更日から４週間分】
・兼務している場合には兼務先の全体の「従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表」（参考様式１）【変更日から４週間分】
・資格証の写し(必要な場合)
《内容変更がある場合》

・運営規程

・運営規程の新旧対照表

※様式等は愛知介護ネット（http://www.aichi-kaigo.net）の「様式集（点検表など）」から必要に応じダウンロードしてください。











































